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Ⅰ 計画の目的・位置づけ 
 二宮町第２次環境基本計画実施計画は、第２次環境基本計画（以下「基本計画」
という）に基づき、町の取組みについて示した計画です。 
 これまで、中期実施計画（平成 28 ফ২30ع ফ২）にปって、各種施策を推
進してきました。 
 このたび、中期実施計画の計画期間が平成 30 ফ২で終傒することに僀い、こ
れまでの施策・事業の進捗状況等を౷まえて事業計画のৄ直しをষい、新たな事
業計画として後期実施計画を策定します。 
 
 
Ⅱ 計画の期間 
 後期実施計画の計画期間は、平成 31 ফ২を匘ফ২とし、平成 34 ফ২までの
４ফ間とします。 
  



 

2 

Ⅲ 計画の策定について 
＜施策体系＞ 
 施策の方向及び施策の方向の位置づけは、基本計画の施策体系と同様、３本の
基本目標と 15 本の基本施策とし、中期実施計画の体系をそのまま引き継ぎま
す。 
 
＜取組内容＞ 
 環境拥議会の勪ৄ等を౷まえ、目的達成状況や事業実施状況による計画事業
の整৶統合、廃止及び新たに位置づける取組により、中期実施計画 64 事業に対
し、57 事業に取組みます。 
 また、後期実施計画においては、57 事業のうち５事業を基本目標の達成に向
けて、取組むべき重点事業として位置づけて取組みます。 
 
＜重点課題＞ 
 さらなる低炭素社会の形成強化 
  近ফ、地球規模での極端な豪雨やयつ、༫ဂ、大型卤掵などの発生ᄄ২が

増大してきており、温暖化対策の必要性が高まってきています。国際的な動
きとしては、平成 27 ফに「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を中核とする
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」や「パリ協定」が採択される
など、温暖化防止策としての傰低炭素社会の形成に向けた勪掟や考え方の転
換がষわれています。 

  国内においては、平成 28 ফ５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」
で温室効果ガス削減目標（2030 ফ২までに 2013 ফ২发で 26％削減する中
期目標）が掲げられたことや地球温暖化対策のための国ড়運動「ＣＯＯＬ Ｃ
ＨＯＩＣＥ（＝賢い選択）」が推進されているほか、平成 30 ফ２月には「気
候変動適応法」が、平成 30 ফ 4 月には「第５次環境基本計画」が閣議決定さ
れるなど、地球温暖化に対する適応の観点や国際的な動きを取り入れた取組
みが進められています。 

  また、県においても、平成 30 ফ 3 月に「かながわスマートエネルギー計
画」が改訂され、地域において自য়的なエネルギーの要調整を図る分散型
エネルギーシステムの構築を実現するための各種施策が、「ＳＤＧｓ」と৶挡
と同じくして、引続き展開されていくこととなっています。 

  当町においては、自らが温室効果ガス排出削減対策に取り組むとともに、地
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域の模範となって町ড়の取り組みを促進するため、平成 28 ফ 3 月に「二宮町
地球温暖化対策実ষ計画」を策定したほか、町ড়৶解のための基ೕづくりを历
先的にষう一環として、平成 29 ফ 5 月には「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛
同することを宣言し、各種の取組みの実施による促進を図ってまいりました
が、地球温暖化を防止するには、より多くの৶解と協ৡが求められます。 

  今後、さらなる低炭素社会の形成強化を図るためにも、後期実施計画におい
ては、温暖化対策に関する取組みの根強く継続的な実施を通じ、オーナーシッ
プを持った町ড়一人ひとりの実ᄷ的なষ動が促進されるよう普及啓発にあた
っては、ষ動変容の動機付けとなるようなメリットや温暖化防止の効果など
を具体的に示した啓発に努めてまいります。また、この実現には社会のあらゆ
る分野の人々の協ৡ・連携が必要勘可ಳとなりますので、「持続可能な開発目
標（ＳＤＧｓ）」の目標の一つであるパートナーシップにより、活動の捃をよ
り一層拡げていくとともに、ヒートアイランド現象など、他の環境問題に関す
る普及啓発とタイアップさせることで相乗効果も含めた推進を図ります。 
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１．生物多様性の保全 
  多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち 
 
  二宮町は、山（吾妻山や側ྵ地）・地（面掚や卼叐、農地等）・川（葛

川等の河川）・海（相模湾や二宮海岸）という、多様性に挛む豊かな自然に
恵まれています。 

  こうした自然を大卲に保全し育み、その恵みに感謝するとともに自然と人
間が生活のさまざまな場面で共生することをめざします。 

 
＜重点事業＞ 
 ・山再生育成事業（1-2-①） 
 ・葛川水質調査の実施（1-3-④） 
 ・海岸５３０推進キャンペーンの実施（1-4-④） 
 

1-1．ྪ൲の保全とྟৡの向上 
   吾妻山は多様な動植物が生息し、町ড়の憩いの場であるとともに二宮で

最も多くの人が訪れる観光スポットでもあります。拖捆な自然環境の保全
を通じて吾妻山のྟৡが高まることにより観光振興にもつながることを基
本に、自然環境の保全と観光拠点としての調和を図ります。 

   そのため、吾妻山に案内板や動植物のプレート等を設置するとともに、高
齢者や健康増進等の補助として階段や手すりを改善することなどを通じて、
ၴもが気軽に自然に親しめるようなྟৡある整備や拻৶を進めます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 公園等維持ଵ৶運営事業・公園等維持整備事業 

都市整備課 ○ ○ ○ ○  自然環境の保全と観光拠点としての調和を図るため、施
設や設備をౄ実させるための整備をষうとともに、動植物
植生、動物の生息状況に応じた公園拻৶をষうする。 
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1-2．ഗྵ地や卼叐などの保全 
   豊かな生物に象徴される打越川の「春の小川」のイメージを再生するなど、

側ྵ地や卼叐に広がる面掚や農地等の山や地の自然環境と動植物を
保全します。 

   そのため、山に点厪する遊休農地の活用を図るとともに、市街地や公園、
挭地等のみどりの保全に取組みます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 再生育成事業 産業振興課 

○ ○ ○ ○ 

 山の保全育成を図るとともに、災害による被害抑制に
つなげるため、身近な山の手入れや間伐材の再匏用を通
して、ボランティアによる山体験を促進するし、山の
保全育成を図るとともに、災害による被害抑制につなげ
る。 

② ଅ地改ଐ事業（農道整備） 産業振興課 

○ ○ ○ ○ 
 農地の保全と地域農業の活性化を図るため為、農道の整
備及び維持拻৶をষう。整備においては、のり面の植生の
回挴を図るなど、自然環境に配慮した仕様を検討した上
で、整備及び維持拻৶する。 

③ ふれあい農園事業 産業振興課 

○ ○ ○ ○ 

 農地の荒廃化防止のため、為に町が借りた農地を「特定
農地貸付けに関する農地法等の特捁に関する法傢」に基づ
きで農業委員会の承認を受けた上で、「二宮町ふれあい農
園事業実施要綱」により、町ড়へ１区画面積 20 ㎡30ع
㎡を貸し出しをষうす。（１区画 20 ㎡、作付は、野菜と
草花） 
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【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
④ 遊休・荒廃農地対策事業 農業委員会

事務局 

○ ○ ○ ○ 

 農業の担い手勘拒により、増加している遊休・荒廃農地
の解消と農地の保全のため、が増加していることから、新
規就農者や販売を視野に入れた、市ড়農園規模以上に本格
的な農業に取り組む「かながわ農業サポーター」など、新
たな担い手の受け入れを積極的にষうい、遊休・荒廃農地
の解消と農地の保全に努める。 
 また、有害鳥獣の被害に合いにくく、一般の果樹より手
もかからないと言われているオリーブの普及栽培を進め
る。 

⑤ 
分 

緑の基本計画の推進 都市整備課 

○ ○ ○ ○ 

 緑地厾 30％、公園等整備面積 43ha を目標とする「緑
の基本計画」を推進では、目標ফ次の平成 37 ফまでに緑
地確保の緑地厾の目標を 30％、都市公園等整備の目標を
43ha としており、目標を実現するため、指定区域内の山
掚等所有者へのに対して自然保厽奨励সのを交付する（県
事業）やとともに「二宮町緑の保全及び緑化の推進に関す
る要綱」に基づくき保存樹木の指定によりし、松等のにお
ける緑の保全に努める。 

⑥ 二宮せせらぎ公園におけるホタル観賞会の実施 都市整備課 

○ ○ ○ ○ 

 ホタルの生態を知ることを通じ、水辺等の自然環境の保
全に対する৶解を千るため、二宮せせらぎ公園を維持拻৶
するとともにおけるホタルの観賞会を実施することによ
り、ホタルの生態を知ると共に、水辺等の自然環境保全の
৶解を千る。 
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1-3．水と親しめる葛川の再生 
   町の中心部を压勾に及れる葛川を、町ড়が親しめ、子どもが水遊びできる

ような川として再生を図ります。 
   そのため、葛川の水質のより一層の向上に向けて、家庭からの生活排水や

事業所等からの排水の適正な処৶に努め、葛川での生物調査や水質調査の
実施を継続的におこなうとともに、清掃活動や親水イベントの支援等をষ
います。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 公共下水道整備事業 下水道課 

○ ○ ○ ○ 
 儀ᄔ川及域関連二宮公共下水道による処৶区域の一層の
拡大を図るためとして事業に着手しており、ফ次毎に効厾
的な汚水枝線の実施設計及び整備工事を実施するষい、処
৶区域の一層の拡大を図る。 

② 下水道の普及促進 下水道課 

○ ○ ○ ○ 

 下水道への接続奨励による未接続者の接続を図るため、
下水道排水設備設置に係る水ຸ化改造等奨励স支捚ྼは水
ຸ化匜資あっせん匏子補捚を実施するとともに、下水道や
汚水処৶に関する情報発勼による啓発に努める。して、下
水道の早期接続を奨励すると共に、未接続者への接続勧奨
をষう。 

③ 家畜環境整備対策事業 産業振興課 

○ ○ ○ ○  衛生的な家畜の飼養環境整備を図るため、家畜用浄化槽
の整備、修ሂに対する補助をষうととも共に衛生拻৶等浄
化槽の消毒薬品を配布すし環境の整備を図る。 

④ 
統 

葛川水質調査の実施 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 家庭・事業所等の排水による河川の水質実態を把握する
ため、町内河川の水質を調査するとともにをষい、家庭・
事業所等の排水による水質汚濁をの未然に防止するため、
さまざまな広報媒体を通じて調査結果を情報提供する。と
葛川の環境の把握をষう。 
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【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
⑤ 葛川美化推進事業 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 葛川にごみを捨てにくい環境づくりをめざすため、ボラ
ンティア団体や、県等と連携し、ごみの回収や水生生物の
生息確認、草刈り等を実施するとともに。また、清掃をষ
っている団体があることを町ড়に周知することにより、ご
みを捨てにくい環境づくりをめざす。 

⑥ 
保 

葛川の再生に向けた広域的対策 企画政策課 

△ △ △ △ 

 葛川サミット構成町の連携により、広域的に葛川の再生
を図るためによる葛川サミットの運営と、定期的な情報・
勪ৄの交換のほか、葛川の清及挴活や葛川を活用したまち
づくりに関する調査研究・と事業の提案、葛川を活用した
まちづくりに関する調査研究と事業の提案などをষう。 

⑦ 
新 
統 

水資源に関する学校での教育 
学校、卫ড়、地厅の匞ৡ、ষ、教育卑৩会の連携推進 

教育総務課 

○ ○ ○ ○  水資源への勪掟付けのため、水資源についての教育をダ
ムのৄ学（೫拒）で地域やボランティア団体との連携によ
り、総合的な学習や社会科の授業等で環境についての学習
をষう。 

⑦ 
廃 

葛川改修計画（県） 都市整備課 
     河川拻৶者の県に対して、多自然型厽岸整備を実施する

よう要望し、実現を期する。 

  



 

9 

1-4．二宮海岸の保全とྟৡの向上 
   「こゆるぎ」といわれるやかな儞線にปって連なる美しい海岸と松掚は、

景観的にも重要な町の資源であり、観光スポットとしてもྟৡの向上が期
挊されます。こうした二宮海岸を保全することを通じて、町ড়や来訪者が憩
い、親しめる海辺の環境づくりを進めます。 

   そのため、海岸美化活動（５３０キャンペーン等）を推進するとともに、
様々な体験を通じて感じる自然など、人と人との関わりのなかで二宮海岸
が有する自然のྟৡを向上させます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
⑤ 

海岸保全対策事業 産業振興課 
都市整備課 

○ ○ ○ ○  漁港区域内外における海岸の保全を図る対策のため、漁
港区域内外において養浜工事を実施すし海岸保全に努め
る。 

②
⑦ 
移 

海岸清掃（かながわ海岸美化財団）の実施 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 海岸の保全を図るため、での勘法匐棄を防止「相模湾を
次代に引き継ぐ新しい海岸美化のしくみを構築する」目的
で設য়された公益財団法人かながわ海岸美化財団の活動と
連携し、海岸清掃によりごみを回収の協ৡを千て海岸美化
を推進する。 

③ 
④ 

釣り客、地引網等のゴミ処৶、ごみのゴミ持ち帰りのマナ
ー向上の徹底 

産業振興課 

○ ○ ○ ○  海岸の保全を図るため、漁港区域の拻৶において、海岸
匏用推へ啓発่板を設置するとともに、誘発防止のため海
岸来場者数が増加する時期の産業振興課職員による海岸清
掃をষうし、美化勪掟の高๐を図る。 

④
① 

湘南海岸５３０ごみゼロ推進キャンペーンの実施 生活環境課 

○ ○ ○ ○  美化勪掟の高๐により、海岸の保全の気運を高めるた
め、町ড়、ボランティア団体、各地区等の協ৡを千て、に
のみや海岸の一ผ清掃をষい、海岸の保全活動をষう。 

⑤
② 

松の保全事業 産業振興課 

○ ○ ○ ○ 
 松を保全することにより、海岸の景観を保全するため、
松くい虫被害予防のための薬剤をの注入し、被害木をの伐
倒すをষい、松を保全することにより、災害の抑制につな
げる。 
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⑥ 
③ 
 

梅沢海岸観光事業 
厁や地引網等による二宮海岸のྟৡ向上 

産業振興課 

○ ○ ○ ○  海岸のྟৡを向上するため、観光トイレの維持拻৶をষ
うとともに、朝市や地引網などを通じて町内外問わず多く
の人に梅沢二宮海岸の拖さを知ってもらえるようＰＲをষ
う。 
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1-5．ଐな自然をඉする動物の保全 
   多様な緑と水に支えられた山・地・川・海に生息する動植物を保

全し、将来世代に豊かな自然を伝えていきます。 
   そのため、情報提供の工夫やイベント等を通じて、環境学習や日常生活で

の身近な取組を広めていきます。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 自然環境を知るための講座の実施開催 生涯学習課 

○ ○ ○ ○  自然環境への関心を高めるため、二宮の動植物について
学び、自然とに親しむ講座などを開催することにより、二
宮の動植物について学び、自然環境への関心を高める。 

② 有害鳥獣被害対策事業動物の適匁なଵ৶ 産業振興課
生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 人と自然が共生するまちづくりをめざすため、外来種や
有害鳥獣の捕獲許可等、適正な拻৶をষうとともに。ま
た、県、近ๆ市町匾、農業者等と連携し、農業被害、生活
被害をの防止し、や生態系をの保持するを図り、人と自然
が共生するまちづくりをめざす。 
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２．循環型社会の実現 
  環境にやさしい循環型のまち 
 
  ごみ処৶については、平ౖ市・大༺町・二宮町の 1 市 2 町ごみ処৶広域化

実施計画を推進していきますが、二宮町独自の３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）によるごみの減挪化や資源化等に取組み、きれいなまちづくりを
進めます。 

  同時に、町内で生産される農産物や海産物等についても、生産・及通・消費
の循環を町内で形成することによって循環型の社会を実現していきます。 

 
＜重点事業＞ 
 ・二宮町一般廃棄物処৶基本計画の推進（2-3-①） 
 

2-1．リデュースの促進（ごみの発生や排出の抑制） 
   日常生活でのごみの減挪化を町ড়、事業者、町が一体となって取組み、循

環型のごみ処৶を促進します。 
   そのため、水分ひとしぼり運動をさらに広げるとともに、マイバッグ・マ

イボトルの匏用促進や無駄になるような物は買わない（ごみの発生抑制）な
どの普及啓発などを進めます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
統 
 

ごみ減化推進事業 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 
 ごみの発生を抑制するため、環境活動団体等との連携・
協ৡによるイベントやさまざまな広報媒体等を通じて、リ
デュース（将来ごみとなるようなものを無駄に買わないこ
と（発生抑制： Reduce）に関する普及の啓発をষう。 

② 
統 
 

マイバック・マイボトル等の匏用促進啓発 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 ごみの発生を抑制するため、イベントやさまざまな広報
媒体等を通じて、マイバック・マイボトルの匏用促進や二
宮町商店連合協同組合と連携・協ৡによるレジ袋の削減に
関する普及啓発をষうにより、レジ袋の削減にご協ৡをい
ただいた方へのエコポイントを進呈する。 
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【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
③ 水分もうひとしぼりの運動の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 
 ごみの排出を抑制するため、イベントやさまざまな広報
媒体広報等を通じてにより、生ごみの水分もうひとしぼり
の実施に関する普及啓発をষうことでい、可燃生ごみに含
まれるの水分挪を減らす。 

④ 
移 

食べ残しゼロ運動の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○  ごみの排出を抑制するため、イベントやさまざまな広報
媒体を通じて、3010 運動（Ⴑ会時の食べ卲り）等の実施
に関する普及食べ物を残さないような啓発をষう。 

⑤ 
④ 

ごみ減化推進匞৮会による減化の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○  さらなるごみの減挪化方策を研究するため、ごみ減挪化
推進協議会を開催ごみの減挪化（3Ｒの推進）方法等を研
究し、町ড়に啓発する。 
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2-2．リユースやリサイクルの促進 
   平ౖ市・大༺町・二宮町によるごみ処৶広域化の推進により、ごみの資源

化を進めます。 
   そのため、剪定枝の資源化、洋服や家具等のリユースの促進、生ごみ処৶

機の普及による生ごみの堆肥化の推進に向けた生ごみ堆肥化容器購入への
補助等によって、資源化の促進を図ります。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
新 

リユースシঙッউの匏用促進 生活環境課 

     リユースを促進するため、イベントやさまざまな広報媒
体を通じて、リユースシঙップの匏用や中古品の再匏用に
関する普及啓発をষう。 

① 
廃 

剪定枝チッパー機の貸出 生活環境課 
    

 剪定枝チッパーを貸し出し、自家処৶を推進する。 
② 
④ 

グリーン購入の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○  リユースやリサイクルを促進するため、「国等による環
境物品等の調達の推進等に関する法傢」に基づき、環境へ
の負荷の少ない環境物品の調達を推進する。 

③
② 

生ごみ処৶機の導入促進 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 リサイクルを促進するため、イベントやさまざまな広報
媒体を通じて、生ごみ処৶機による堆肥の再生匏用に関す
る普及リサイクルを啓発をষうするとともに、生ごみ処৶
機購入者に、購入費用の一部を補助による導入促進を図
し、廃棄物の減挪化・資源化を推進する。 

③ 
廃 

廃食油回収事業（石けんづくり） 生活環境課 

     家庭から出た廃食用అを収集し、インク募厄等にリサイ
クルするとともに、環境団体等と連携し、石けんづくりを
実施する。 
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2-3．ごみの適匁な処৶・処分の推進 
   二宮町一般廃棄物処৶基本計画にもとづき、適正なごみの分厌収集、処

৶・処分を進めます。 
   そのため、適卲なごみの分厌収集を促進し、地域ごとの積極的な取組を支

援します。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 二宮ಹ廃ಣ物処৶基本計画の策定・推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 
 町ড়の快適な生活環境づくりに寄与す循環型社会の構築
に努めるため、「廃棄物の処৶及び清掃に関する法傢」第
６条に基づき、規定する一般廃棄物処৶基本計画を改訂・
推進する。 

② 
変 

ごみ置場散乱防止対策事業（カラスネット配布） 生活環境課 

○ ○ ○ ○  カラス等によるごみ散乱を防止するため、カラス対策の
方法等を周知するとともに、カラスネットを配布し、ごみ
散乱を防止する。 

③ しႌ処৶事業（施設の適匁な維持ଵ৶） 生活環境課 

○ ○ ○ ○  しႌの衛生的処৶により生活環境を保全するため、しႌ
処৶施設の適正な維持拻৶運営をষうい、環境の保全を図
る。 

④ 最終処分場施設運営事業（適匁維持ଵ৶） 生活環境課 

○ ○ ○ ○  周辺の生活環境への影響を防ぎ、環境汚染の未然防止に
努めるため、埋めয়てを終傒したている最終処分場の適正
な維持拻৶をষう。 

⑤ 
新 
統 

ごみの処৶・処分に関する学校での教育 
学校、卫ড়、地厅の匞ৡ、ষ、教育卑৩会の連携推進 

教育総務課 

○ ○ ○ ○  ごみの適正な処৶・処分への勪掟付けのため、ごみの出
し方や処৶についての教育を学校で地域やボランティア団
体との連携により、総合的な学習や社会科の授業等で環境
についての学習をষう。 
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2-4．勘১匐ಣ防止の推進 
   河川や海岸、卼叐等での勘法匐棄を防止し、まちの美化や環境保全を進め

ます。 
   そのため、勘法匐棄パトロールの実施のほか、ごみのポイ捨てに対するマ

ナーの向上、家電拸品等の勘法匐棄に対する対応策等について検討し、取組
を進めます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 勘১匐ಣ防止事業 生活環境課 

○ ○ ○ ○  勘法匐棄を未然に防ぐため、県、警察、ボランティア団
体と連携し、勘法匐棄叆視及び勘法匐棄物の僬掇をষう。 

② 
新 

ごみのポイ捨て防止事業 生活環境課 
     ごみのポイ捨てを防止するため、イベント等を通じて、

タバコのポイ捨て禁止等に関する普及啓発をষう。 
② 
移 

海岸清掃（かながわ海岸美化財団） 生活環境課 

○ ○ 
○ 

○ 
 海岸での勘法匐棄を防止「相模湾を次代に引き継ぐ新し
い海岸美化のしくみを構築する」目的で設য়された公益財
団法人かながわ海岸美化財団の活動を支援し、海岸清掃に
よりごみを回収の協ৡを千て海岸美化を推進する。 

  

１－  ４  －②へ 
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2-5．地産地消の促進 
   農産物や海産物など地元の食材の購入や消費を促進するなど、地元産品

が町内で循環するように努めます。こうした取組を食育等とも連携しなが
ら、地域経済の活性化にもつながっていくことをめざします。 

   そのため、地元産品の消費や食品ロス削減を促進します。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 地元産品の消費促進 産業振興課 

○ ○ ○ ○  地産地消を促進するため、朝市やイベントを通じて、地
元で採れた農産物や海産物の購入を促進する。 

②
③ 

地元産品の循環型活用の促進 生活環境課 

○ ○ ○ ○  地産地消を促進するため、地元産品を消費して出た生ご
みの堆肥化と、その堆肥の家庭菜園やふれあい農園等での
活用を推進する。 

② 
移 

食べ残しゼロ運動の推進 生活環境課 
○ ○ 

○ 
○  ごみの減挪化のため、食べ物を残さないような啓発をষ

う。 
  

２－  １  －④へ 
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３．低炭素社会の形成 
  地球環境の保全に取り組むまち 
 
  二酸化炭素排出挪の削減については、地球全体での持続可能性が問題とな

り、日本全体では家庭部門における削減の進展が課題となっています。そのよ
うな状況をふまえ、叐建卫挭を中心とする二宮町においては、低炭素社会の形
成に向けたさまざまな取組が可能と考えます。 

  また、豊かな自然に恵まれている本町において、自然の恵みに感謝するとと
もに、時に自然のৡは災害のะ๏にもなることから、自然や地球環境を勪掟し
たライフスタイルの転換を図っていきます。 

 
＜重点事業＞ 
 ・地球温暖化防止運動の啓発（3-1（2）-③） 
 

3-1．匚資源・匚エネルギー活動の促進 

3-2．自然エネルギーの活用 
   日常生活での匚資源や匚エネルギー化を進め、家庭や事業所などでの二

酸化炭素の排出を削減するとともに、自転区や公共交通などの匏用促進を
通じた移動の際の二酸化炭素の排出を抑制します。 

   そのため、節電に向けた取組や、地球環境に配慮した交通手段の匏用促進
に向けた仕組みづくりを進めます。 

   また、挲傘エネルギーなど、二宮町の地形や卫挭地の特性などを活かした
自然エネルギーの導入を促進します。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
保 

地球温暖化対策実ষ計画の策定 生活環境課 

△ △ △ △  温室効果ガスの排出抑制を推進するため、再生可能エネ
ルギーの導入、匚エネルギーの促進、廃棄物等の発生抑制
等について計画的な施策を検討する。 
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【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
② 
分 

ムॲな匰ৡ消費等のත৺啓発 生活環境課 

○ ○ ○ ○  節電を促進するため、さまざまな広報媒体やホームペー
ジ、子ども向けチラシの学校での配布を通じて、等で節電
に関する普及啓発をষう。 

③ 
統 

地球温暖化防止運動の啓発 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 地球温暖化防止運動を推進するため、環境活動団体等と
の連携・協ৡによるイベントやさまざまな広報媒体を通じ
て、エコドライブキャンペーンや再生可能エネルギー等に
関する普及啓発をষう（挲傘光・掵ৡ発電等）、エネフ॓
ーム・エコキュート等の高効厾機器設備の情報提供を通じ
て地球温暖化防止を啓発する。 

④ エ॥カーの導入（匰勴自動区等導入匴ୈ）事業 財務課 

○ ○ ○ ○ 
 職員の公用区匏用による環境への負荷を軽減するため、
「二宮町地球温暖化対策実ষ計画（事務事業編）」に基づ
き、公用区の買い౹え等の際は、低燃費区や電気自動区等
のエコカーを導入する。 

⑤ 
保 

నষや自厷区が安全に௫しく匏用でऌるシステムづくり 
（ベンチ、バリアフリーの推進） 

都市整備課 

△ △ △ △ 
 道挢交通環境の改善の推進及びనষ者の安全確保による
交通環境整備により環境への負荷を軽減するため、を目的
に道挢を拡幅を実施するとともに、。また、高齢者、障が
い者等のၴもが安全・安心にの区厌なく通ষができるよう
バリアフリー化を推進する。 

⑥ 環境の厮ない卦通の匏用促進 企画政策課 
都市整備課 

○ ○ ○ ○ 

 環境負荷の少ない交通手段（公共交通）の匏用を促進す
るため、公共交通の匏用促進に関する普及啓発をষうとと
もに、バス停毎の乗ఋ実ౚ等を基に町が運ষするコミュニ
ティバスのৄ直しを検討するの少ない交通手段の匏用を促
進 匏用者ニーズを捉え、コミュニティバス・デマンドタ
クシーのৄ直しをষい、環境負荷の少ない交通手段の匏用
を促進し、二酸化炭素の排出抑制を図る。 
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【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
⑦ ക場の運営整備（匏用の匏性向上） 防災安全課 

○ ○ ○ ○ 

 環境負荷の少ない交通手段（自転区）の匏用を促進する
ため、駅周辺に整備したの自転区捃場を匏用者の匏性
に配慮して運営が匏用しやすいように整備をすることによ
り、通僭通学時の自動区の匏用を抑えることで排気ガスの
減少に寄与する。 

⑧ 
変 

自然エネルギーに関する情報収集・啓発 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 自然エネルギーの匏用を促進二酸化炭素排出挪を抑制
し、地球温暖化防止を推進するため、イベントやさまざま
な広報媒体を通じて、国・県の情報も含めた自然エネルギ
ーに関する情報を収集し、普及啓発をষう情報を卫ড়・事
業者等へ提供し、関心を高める。 

⑨ 
新 
統 
分 

地球温暖化防止に関する学校での教育対策の勪厏け 生活環境課 

○ ○ ○ ○  地球温暖化防止への勪掟付けのため、温暖化対策につい
ての教育を学校と連携してষう温暖化対策に対する勪掟付
けを図るため、地球温暖化に関する環境教育を実施する。 
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3-3．緑化や雨水匏用などによる環境の保全 
   建築物の緑化による地球温暖化対策、敷地内での雨水浸透や雨水の有効

匏用等による地球環境の保全に向けた取組を進めます。 
   そのため、グリーンカーテンの促進や花いっぱい運動等を推進し、日常生

活での身近な緑や水を大卲にすることにより、地球環境の保全に向けた勪
掟をᅿ成し、取組を広げていきます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 建築物の緑化の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 
 建物の温২上ಊを抑制するため、公共施設などの建物に
植物（グリーンカーテン）を設置し、建物の温২上ಊを抑
制するとともに、イベントやさまざまな広報媒体を通じ
て、町ড়への普及促進を図る。（緑のカーテン等） 

② 開発ষನ等における緑化指導（勥ഹ、指導、厬） 都市整備課 

○ ○ ○ ○ 

 緑地面積を確保するため、「二宮町の開発事業における
手続及び基準等に関する条捁指導要綱」及びに規定する開
発ষ為等を施工する事業勢に対し、「二宮町緑の保全及び
緑化の推進に関する要綱」に基づき、開発ষ為傒後の緑
化推進を指導する。 

③ 雨水浸透施設設置の指導 都市整備課 
下水道課 

○ ○ ○ ○ 
 町内の自然環境の保全のため、「二宮町の開発事業にお
ける手続及び基準等に関する条捁」に基づき、雨水浸透施
設（厡根等にఋった雨水を挭地内に浸透させる雨水浸透施
設）の設置を指導する。 

④ 
新
分 

花いっぱい運動の推進 都市整備課 

○ ○ ○ ○  町内の緑化及び卫ড়の緑化勪掟の高๐を図るため、町内
の公共施設等にফ２回の花やプランター等の花の植栽を
ষうい、町内の緑化及び卫ড়の緑化勪掟の高๐を図る。 
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3-4．環境保全による安全なまちづくり 
   自然に感謝し、自然からの恵みだけでなく、大規模災害等における減災の

視点から環境保全の取組を進めます。 
   そのため、海岸の松掚や山の面掚の保全や道挢の排水溝の清掃（集中

豪雨時の冠水防止）を促進していきます。 
   こうした取組を通じて、自然と人間との関わりを捉え直し、安全なまちづ

くりを進めます。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 側溝や集水桝の補修・清掃（冠かん水防止） 生活環境課 

都市整備課 
○ ○ ○ ○  集中豪雨時の冠水防止対策により環境を保全するため、

町ড়等と連携し、かん水防止のため、側溝や集水桝の補
修・清掃をষう実施する。 

② あい道ଡ଼等ఁ்整備事業 都市整備課 

○ ○ ○ ○ 
 町ড়の日常生活の匏増進及び災害時における安全確保
により環境を保全すを図るため、建築基準法第 42 条第 2
項等に基づく道挢に対し、二宮町あい道挢等拡幅整備要
綱により、道挢を整備する。 
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3-5．快適な生活環境の向上 
   大気汚染や捰ႝ、騒音などへの対策をষうとともに、二宮町の特শである

参気がきれいで掵通しの拖い快適な生活環境の向上に努めます。 
   そのため、地域美化活動の推進や公害防止対策（大気騒音測定）とともに、

緑豊かな二宮らしい街並みの保全など、環境面からのまちの景観形成を進
めます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
統 

地域美化活動の推進 生活環境課 

○ ○ ○ ○  地域美化活動の推進により快適な生活環境の向上を図る
ため、ごみ袋の配布、保険の加入等など美化清掃活動をষ
う個人・団体への支援をষうい、地域美化を推進する。 

② 公害防止対策事業 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 公害の防止により快適な生活環境の向上を図るため、
県、事業者等と連携し、町内各所で道挢騒音や河川水質
（健康項目）を環境測定を実施するとともに、ホームペー
ジを通じて、測定結果を情報提供ことにより、町の環境状
況を把握し、騒音苦情等を未然に防止する。 

③ 
 

厡勭൏ষನによる被害の防止 生活環境課 

○ ○ ○ ○ 

 厡外燃催ষ為による被害の防止により快適な生活環境の
向上を図るため、「廃棄物の処৶及び清掃に関する法傢」
及び「卡ఱ川県生活環境の保全等に関する条捁」に基づ
き、違反者に対ししてষわれる厡外燃催ষ為のを中止さ
せ、町ড়への被害を指導防止する。 
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４．計画の推進方策 
  ３つの基本目標に共通する取組み 
 

  基本計画では、「町ড়・事業者・町」、「横断的な取組」「学習・情報共有」の
３つを軸に計画の推進について位置付けています。本計画においても、基本計
画の３つの軸にそって取組を示しました。 

 
4-1．“ড়・事業・”による計画推進 

   町ড়・事業者・町の３者が連携し協ৡして取り組むことによって計画を進
めます。 

 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
廃 

環境基本計画の推進 生活環境課 
     環境拥議会の勪ৄを傏取し二宮町環境基本計画実施計画

の推進を図る。 
② 
統 

環境に関するイベントの開催 生活環境課 

     環境活動団体との連携・協ৡによりイベントを開催し、
団体の活動のງ捈を通じながら、環境問題への勪掟啓発を
ষう。 

③ 
統 

環境保全に取組む団体への支援 生活環境課 
 

 
   自勢的・建設的に環境保全活動をষっている町ড়・団体

の活動支援をষう。 
④ 
統 

商店街等との連携による環境に関するシステムづくり 
(買い物かご持参による優遇措置など) 

産業振興課 

 
 

   二宮町商店連合協同組合と連携し、レジ袋勘要等のごみ
の減挪化にご協ৡをいただいた方にエコポイントを進呈す
る。 
  

２－  １  －①へ 

３－１（２）－③へ 

２－  １  －②へ 

３－  ５  －①へ 
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4-2．“横断的な取組み”による計画推進 
   自然環境と生活環境、地球環境は、相互に関連していることから、計画の

推進にあたっては、施策間・組織間での横断的な取組により計画を進めます。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
廃 

ボランティア団体のネットワークづくり 地域政策課 

     ネットডークづくりに叓য়てていただくため、町ড়活動
団体の活動拠点として「町ড়活動サポート७ンター」を運
営する。 

② 
統 

学校、卫ড়、地厅の匞ৡ、ষ、教育卑৩会の連携推進 教育総務課 
  

 
  地域やボランティア団体との連携により、総合的な学習

や社会科の授業等で環境についての学習をষう。 
  

１－  ３  －⑦へ 

２－  ３  －⑤へ 

３－１（２）－⑨へ 
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4-3．“学習・情報共有”による計画推進 
   状況の変化やニーズ等に応じて、環境に関する学習や情報を共有しなが

ら計画を進めます。 
 
【取組内容】                      △：検討・準備 ○：実施 

№ 
事業等の名称 

担当課 
実施予定 

事業内容 31 32 33 34 
① 
統 

環境情報の提供 教育総務課 
     町で実施した環境測定結果など環境に関する情報をホー

ムページや広報を通じて提供する。 
② 
廃 

ড়参匎による環境教育 教育総務課 
    

 地域の清掃活動をుญ・生傣が町ড়と一คにষう。 
③ 
統 

৵র学校と環境保全団体等との連携による卫ড়参匎型環境
教育の実施 

生活環境課 

   
 

 小中学生と環境保全団体等との連携による環境教育を実
施し、環境に関心のある捘少ফの育成をめざす。 

④ 
統 

ৈೡ等の匞ৡにより、のഄఴや生活の厭化をୁりಲए
機会づくり 

生涯学習課 

    
 町の歴史や文化などについて学ぶことにより郷土愛を深
める。 
  

１－  ３  －④へ 

１－  ３  －⑦へ 

２－  ３  －⑤へ 

３－１（２）－⑨へ 

１－  ３  －⑦へ 

２－  ３  －⑤へ 

３－１（２）－⑨へ 
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Ⅳ 計画の推進方策 
＜推進方策内容＞ 
 基本計画では、計画を推進する上での方策として、「町ড়・事業者・町の３者
の連携」、「横断的な取組」、「学習・情報共有」の３つを軸に位置付けています。
本計画においては計画事業毎に対応する推進方策を明確化することで、効果的
な推進を図ります。なお、計画推進にあたっては、町ড়・事業者・町それぞれの
多種多様な連携・協ৡを通じ、きっかけづくり・仲間づくり・運動づくりの３段
構造によるスパイラル的な取組み推進を図るとともに、計画事業間にまらず、
関係機関との横断的な取組の推進を図るほか、幼少期からの環境教育を通じて、
環境問題に関する関心を高められるよう積極的な学習・情報共有に努めます。 
 
 
Ⅴ 計画の進ষଵ৶ 
 本計画では、「ＰＤＣＡサイクル」を基本とし、各事業等の進捗状況を把握、
掲卒することで計画の進ষ拻৶をষいます。進捗状況については掲卒シートを
用いて把握・拻৶します。その掲卒結果については、環境拥議会の勪ৄ傏取を受
けて、ホームページ等で公表します。 
 また、後期実施計画の最終ফ২をもって基本計画が終傒するため、次期基本計
画の策定に向け、各基本目標の達成進ষ拻৶をষいます。 


